
第 78回日野郡民スポーツ大会実施要項 

 

1. 期 間 

令和 5年 6月 25日（日）～7月 16日（日） 

 

2. 会 場 

開催日 種目 場所 開催日 種目 場所 

6/25(日) 卓球 日南町体育館 7/8(土) 陸上 
どらドラパーク米子 

陸上競技場 

6/25(日) ソフトテニス 日南町テニスコート 7/9(日) バドミントン 日南町体育館 

6/25(日) バレーボール 日野町体育館 7/9(日) 柔道 伯耆町溝口武道館 

7/1(土) ゴルフ 
グリーンパーク大山 

ゴルフ倶楽部 
7/9(日) グラウンドゴルフ 三本松グリーンパーク 

7/2(日) 軟式野球 日南町総合グラウンド 7/16(日) 剣道 
奥大山江府学園 

ブナの森校舎体育館 

    

3. 出場資格 

(1) 日野郡在住者で住民登録をしている者 

(2) 郡内高校生で寄宿している者は、出身町から出場する。 

(3) 学生等上記の規定に合致しない場合において、本郡出身者で出身町より申し出のあった

者又は、大会本部が認めた者は出場できる。 

(4) 日野郡内に本籍地又は勤務地がある場合で、出身町より申し出のあった者。但し、出場町

の区分は住民登録のある町を優先する。 

(5) 選手 1名につき、2種目まで出場を認める（陸上の総合リレーを除く）。 

(6) 年齢は、令和 5年 4月 1日現在の年齢とする。 

 

4. 開会式 

総合開会式は行わない。開始式は種目ごとに各部主催で開催する。 

 

5. 閉会式 

総合閉会式は行わない。 

閉会式はそれぞれの会場で行い、各部長は責任をもって賞状等の授与を行う。 

 

6. 表  彰 

(1) 表彰は団体男女別第 2位までとする。ただし、陸上、卓球、柔道、剣道、グラウンドゴルフの

個人種目は第 3位までとする 

(2) 総合優勝町に優勝旗を授与する。なお副賞として山陰中央新報社寄贈のトロフィーを授与

する 



(3) 実施しない競技があればそれを除き、延期種目があれば実施終了後授与する 

(4) 得点計算 

① 各種目別、男、女、婦人、壮年別とする 

② 1位＝5点  2位＝3点  3位＝2点  とする 

③ 1町が欠場した時は得点を、1位から 5点、3 点、0点とする 

④ 陸上については 1位＝8点  2位＝6点  3位＝4点  とする 

⑤ 卓球・バドミントンについては、1位＝10点  2 位＝6点  3位＝4点 とする 

（男女混成で 1チームであるため） 

⑥ 総合得点が同率のときは 1 位が多い町が 1 位、なお同率の時は 2 位・3 位と比較して

最終同率の時は、陸上総合リレーの順位とする 

 

(5) 前回大会（第 77回・令和 4年度）の優勝町は次のとおり 

 

総合優勝 なし（中止競技多数のため） 

陸上 

男子 

女子 

総合リレー 

  

中止 

  

卓球 日南町 

柔道 中止 

剣道 開催せず 

ソフトテニス 

男子 

女子 

壮年 

江府町 

日南町 

江府町 

バレーボール 

男子 

女子 

婦人 

中止 

中止 

中止 

野球 開催せず 
グラウンド 

ゴルフ 

男子 

女子 

日野町 

江府町 

バドミントン 江府町 ゴルフ 日野町 

 

7. 申込要項 

種目、部門別に所定の申込書を作成し、各町協会が取りまとめて大会事務局へ申し込むこと 

 

8. 申込期限 

各種目開催日の 2週間前まで 

 

9. 大会事務局 

〒689-5292 

日野郡日南町霞 800 日南町教育委員会事務局内  

日野郡スポーツ協会事務局 岡本健太 

（電話） 0859-82-1118  （FAX） 0859-82-0116 

   （Mail） s1012@town.nichinan.lg.jp   

mailto:s1012@town.nichinan.lg.jp


10. その他 

(1) 屋外種目の実施にあたり天候が危ぶまれる状況にあるときは、当日午前 7時までに各競

技種目代表者が、大会事務局へ開催の有無を連絡する。午前 7時以降に、各町協会事務

局より大会事務局へ確認を行う。なお、前日警報等が発令された場合、別途協議のうえ開

催判断を行う。 

(2) 参加選手は、町別のマークを付けること。 

(3) 町協会事務局は、出場申込のあった者について安全保険等への加入手続きを行う。 

(4) 会場施設及び駐車場の利用方法等は、施設を管理する町の指示に従う。 

(5) 各競技運営に必要な消耗品等は、予算の関係上、大会事務局と協議のうえ購入する。 

(6) 大会当日に必要な物品（掲示物、表彰物等）については、開催前日までに大会事務局と内

容を確認のうえ、受け渡し方法を決定する。 

(7) 当日の大会運営（開閉会式及び表彰を含む）、会場の設営については、各部で責任をもっ

て実施する。（会場準備、道具の搬入などは開催町と協議する） 

(8) 各競技責任者は競技終了後、競技結果を書面により大会事務局へ提出する。最終報告期

限を 7月 17日（月）とする。 

(9) 大会結果は、集計後に大会役員、各町事務局及び郡スポーツ協会理事へ文書により通知

する。 


